
2014/11/5

1

月協定

神戸大学 国際宇宙法実践演習 【5】

高屋友里

1

授業の前に・・・ SPACE GENERATION WORKSHOPのお知らせ

11111111月月月月29292929日日日日----30303030日日日日

慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学

日吉キャンパス日吉キャンパス日吉キャンパス日吉キャンパス

2日間、アジア太平洋の

宇宙活動について

講義を受け、

将来の宇宙協力について

日本人25人

外国人22人

の学生で議論します
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授業の前に・・・ 今週の宇宙ニュース

◆10月24日 中国による月探査機の打上げ成功

https://www.youtube.com/watch?v=fd5BY43O2gU

◆10月29日 米国NASA Antaresロケット打上げ失敗

https://www.youtube.com/watch?v=NCWunnJXdm0

◆10月30日 宇宙旅行用の宇宙機 飛行実験失敗 一人死亡

https://www.youtube.com/watch?v=P2v8kkQfAIE

◆11月1日 中国による月探査機が無事に地球へ帰還

嫦娥五号試験機（月からの探査機が無事に帰還したのは40年ぶり）

3

授業の前に・・・

◆先週までの復習
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打上げを行う国 打上げを行わせる国 自国の領土から打上げる国 自国の施設から打上げる国

絶対責任

（全額負担）

過失責任

（過失に応じて）

絶対責任

（全額負担）

宇宙損害責任条約

6

宇宙飛行士は人類の使節ですので、みんなで救助に協力しましょう

宇宙機を見つけたら、その国に返してあげましょう

宇宙救助返還協定
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打上げを行う国 打上げを行わせる国 自国の領土から打上げる国 自国の施設から打上げる国

登録国

管理権・管轄権

宇宙物体登録条約

授業の前に・・・

◆月とは？

地球の衛星（satellite）

※人工衛星（artificial satellite）

太陽系で5番目に大きい

地球から384400km

公転周期 27日

日本の月プロジェクト

月周回衛星

「かぐや（SELENE）」

http://www.jspec.jaxa.jp/
8
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目次

◆1979年 月協定（agreement）

9

1979年 月協定（PP. 48-52）

◆正式名称

「Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 」

◆日本語の正式名称

「月その他の天体における国家活動を律する協定 」

�批准国 (2010年）

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、チリ、カザフスタン、レバノン、メキシコ、モロッコ、オ

ランダ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ウルグアイ

�署名国

フランス、グアテマラ、インド、ルーマニア
10
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1979年 月協定（P. 48）

◆Preamble 前文

Noting the achievements of States in the exploration and use of the Moon and other 

celestial bodies, 

「月その他の天体の探査及び利用における国家の業績に留意し、 」

Recognizing that the Moon, as a natural satellite of the Earth, has an important role to play 

in the exploration of outer space, 

「月が、地球の自然な衛星として、宇宙空間の探査において重要な役割を果たすこと

を認識し、 」

Determined to promote on the basis of equality the further development of cooperation 

among States in the exploration and use of the Moon and other celestial bodies, 

「平等を基礎として、月その他の天体の探査及び利用における国家間の協力の更なる

発展を促進することを決意し、 」

11

1979年 月協定（P. 48）

◆Preamble 前文 （続き）

Desiring to prevent the Moon from becoming an area of international conflict, 

「月が国際紛争の領域となることを防止するよう希望し、」

Bearing in mind the benefits which may be derived from the exploitation of the natural 

resources of the Moon and other celestial bodies, 

「月その他の天体の天然資源の探査から得られる利益に留意し、 」

12
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1979年 月協定（PP. 48-49）

◆主な要点（1）

同協定は太陽系にある地球以外の天体にも適用される

（例外：特定の天体に関する法的規範が発効した場合 ←特定の天体の条約）

月天体に関する定義がない ←法学者によりいまだに検討さる

第1条

1. The provisions of this Agreement relating to the Moon shall also apply to other celestial 

bodies within the solar system, other than the Earth, except insofar as specific legal norms 

enter into force with respect to any of these celestial bodies. 

2. For the purposes of this Agreement reference to the Moon shall include orbits around or 

other trajectories to or around it. （月の周回軌道に到達する軌道）

3. This Agreement does not apply to extraterrestrial materials which reach the surface of 

the Earth by natural means. （隕石は除く）
13

1979年 月協定（P. 49）

◆主な要点（2）

宇宙条約第2条と同じく、月は、その利用もしくは占領、その他の方法によって主権を主張

したとしても、占有されることはない （月協定第11条2項）

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 5 10

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

15 20

14

教材に誤植がありました！

ローマ数字の数え方を覚えましょう
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1979年 月協定（P. 49）

◆主な要点（2）

第6条 （科学的調査）

月の鉱物やその他の物質の標本を月面上において採取し、

月から持ち去る権利を有する

標本は、採取させた当事国の裁量にゆだねられるが、

科学調査の目的のため、

他の当事国および国際科学界が標本の一部を利用できるよう考慮する

第10条（月にいる者の保護）

月に有人・無人の施設建設を許可する（特定の規制はかかる）

15

1979年 月協定（P. 49）

◆主な要点（3）

第11条

国際法および協定上に従い、いかなる差別もなく月を探査および利用する権利

月およびその天然資源は人類の共同の財産Common Heritage of Mankindと宣言

天然資源の利用 「そのような利用が実現可能となった際には」当事国は国際制度を設置

設立される国際レジームの主な目的には、次のものを含む

(ａ) 月の天然資源の秩序ある安全な開発

(ｂ) 月の天然資源の合理的な管理

(ｃ) 月の天然資源の使用の機会の増大

(ｄ) 月の天然資源から得られる利益のすべての締約国による公平な分配

ただし、開発途上国の利益及び必要並びに月の探査に直接又は間接に貢献した

国の努力に特別な考慮が払われるものとする （←批判：平等な共有方法?いつ?）

16
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1979年 月協定（P. 50）

◆主な要点（4）

人類の共同の財産

他の宇宙諸条約と異なり、月協定だけで使われている用語

1967年宇宙条約第1条→宇宙空間の探査利用は「人類の活動分野」

著者：「似ている表現だが、別箇の条約で使われているのだから、解釈も別にせねば」

The Province of Mankind

宇宙活動における権利義務を律するための、道徳的な、一般の政治的原則

第1条の法的趣旨によれば、宇宙探査利用における国際協力を謳っている

The Common Heritage of Mankind

月の天然資源の利用に関連 （月協定第11条1項でしか同用語は使われず）

17

1979年 月協定（PP. 50-51）

◆主な要点（4）

Christol 「共有の財産」原則の性質を明らかにし、他の

”res nullius”（無主物：誰にも所有権のないもの）

“res communis”（万人の共有物）

“res communis humanitatis”（人道的万人の共有物）

と区別しなくてはならない

その他 ①月その他の天体の空間的領域と天然資源の区別

②宇宙条約第2条で禁止する国家による占有と、特定の天然資源の

所有権を取得する個人の権利の区別

③宇宙条約第1・2条にもとづく国家による

自由平等な宇宙の探査・使用・利用と個人のそれらの区別

18
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1979年 月協定（P. 51）

◆主な要点（5）

軍事的側面 月協定第3条VS宇宙条約第4条

Jasentuliyanaの指摘

「大量破壊兵器以外の兵器の配備もしくは実験、武力行使や威嚇、

軍事基地の設立、その他の軍事活動について明確な禁止がないようだ」

「第3条1項の「もっぱら平和目的」といっても、宇宙条約第4条の平和目的を明らか

にするものではない」

著者

月協定は米国と旧ソ連の対立する立場のため、論争が多い

⇒特に資源利用について
19

1979年 月協定（PP. 51-52）
◆主な要点（5）

米国は、活動に関する最大限の情報提供を求めた

理由 ①密な協力により宇宙活動の安全性が高まる

②科学結果の有効活用および重複する科学活動の回避

③天体環境の保護

◇月協定第5条【情報の提供】に盛り込まれる （←旧ソ連は反対）

◇月協定第11条5項

「月の天然資源の開発が実行可能となったら国際制度を設立」（←米国は反対）

↓

米ソともに署名・批准を見送ることに

◆ひとまず月協定は一定数の批准国をもって発効したが

米ロの両国が未批准のため、協定の実効力は乏しい

20
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第5回授業

終わり

21

マンフレッド・ラクス宇宙法模擬裁判

MANFRED LACHS SPACE LAW MOOT COURT COMPETITION

22
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マンフレッド・ラクス宇宙法模擬裁判

日程スケジュール

10月

• 2グループに分かれる

• 全訳

11月

• 論点整理

• 関連資料の収集

12月

• 英語の書面作成①

• 英語の書面作成②

1月

• 口頭弁論の練習

• 模擬裁判参加登録（参加者のみ）

2月
• 書面提出（参加者のみ）

3月
• 日本大会の参加

5月

• アジア太平洋地域予選（インドネ

シア）

10月

• 世界決勝（イスラエル）

23

マンフレッド・ラクス宇宙法模擬裁判：「惑星防衛事件」

グループ分け

24

United Republic of 

Adventura (URA)

Sovereign Peoples 

Independent Democratic 

Republic (SPIDR)

SPIDR Space 

Agency

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

Cold Ocean

アドベンチュラ合衆共和国主権人民独立民主共和国

原告被告

中村君

徐さん

富田君

神田さん

杉田さん

堀井君

高橋君

八塚君

清水さん

横野さん
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マンフレッド・ラクス宇宙法模擬裁判：「惑星防衛事件」

25

United Republic of 

Adventura (URA)

SPIDR Space 

Agency

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

Cold Ocean

Sovereign Peoples 

Independent Democratic 

Republic (SPIDR)

アドベンチュラ合衆共和国

主権人民独立民主共和国

原告被告

26

United Republic of 

Adventura (URA)

Cold Ocean

原告

URA Consortium

Key Hole

Gravity Tractors

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

◆URAC（URA連合）のNEOプログラム
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27

United Republic of 

Adventura (URA)

Cold Ocean

原告

URA Consortium

Key Hole

Gravity Tractors

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

高度１０００KM 

【TASEROID】

酸素・水素・資

源を得る

◆（URAの）FUSAのNEOプログラム

2019年2月1日

から完全運用

28

United Republic of 

Adventura (URA)

Cold Ocean

原告

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

高度１０００KM 

【TASEROID】

酸素・水素・資源

を企業に得る

◆FUSAのNEOプログラム paras. 4-5

2019年2月1日

から完全運用

2010年7月

ロボットシステム TYRUS

NEOから

鉱物資源を

採掘し

TASEROIDに

送り込む
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Cold Ocean

SPIDR

SPIDR Space 

Agency

29

被告

◆SPIDRのNEOプログラム para. 6

有人宇宙ステーション計画

2003年に気づく

2010年4月のSPIDR宇宙局の予測

2010年11月に公表

Floyd-4

KNUD-1

科学調査

30

United Republic of 

Adventura (URA)

Cold Ocean

原告

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

高度１０００KM 

【TASEROID】

酸素・水素・資源

を企業に得る

◆FUSAのNEOプログラム para. 7

2019年2月1日

から完全運用

2010年7月

ロボットシステム TYRUS

NEOから

鉱物資源を

採掘し

TASEROIDに

送り込む

氷と炭化水素の

隕石と特定

↑

TYRUSを送り込む
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Cold Ocean

SPIDR

SPIDR Space 

Agency

31

被告

◆SPIDRのNEOプログラム para. 8

有人宇宙ステーション計画

2003年に気づく

2010年4月のSPIDR宇宙局の予測

2010年11月に公表

Floyd-4

KNUD-1

科学調査

TYRUS計画に抗議・

論争がおきる

KNUD-2

Cold Ocean

SPIDR

SPIDR Space 

Agency

32

被告

◆SPIDRのNEOプログラム para. 9

有人宇宙ステーション計画

Floyd-4

KNUD-1

科学調査

KNUD-2

2011年6月着陸
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33

United Republic of 

Adventura (URA)

Cold Ocean

原告

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

高度１０００KM 

【TASEROID】

酸素・水素・資源

を企業に得る

◆URACのNEOプログラム para. 10

2019年2月1日

から完全運用

2010年7月

ロボットシステム TYRUS

NEOから

鉱物資源を

採掘し

TASEROIDに

送り込む

氷と炭化水素の

隕石と特定

↑

TYRUSを送り込む

Floyd-4を

商業利用するぞ

Floyd-4の資源利用はモラトリウムがあるが

月協定の締約国の（民間）機関であれば

ライセンス付与するぞ

34

United Republic of 

Adventura (URA)

SPIDR Space 

Agency

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

Cold Ocean

Sovereign Peoples 

Independent Democratic 

Republic (SPIDR)

原告被告

国連平和利用委員会 （UNCOPUOS)

両国家は国際法上、Floyd-4に着陸し、それぞれの活動を行う権利があると主張

両国家の両宇宙局は準備を進めた

◆UNCOPUOS para. 11
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時は2023年10月23日・・・・

35

36

United Republic of 

Adventura (URA)

SPIDR Space 

Agency

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

Cold Ocean

Sovereign Peoples 

Independent Democratic 

Republic (SPIDR)

原告被告

◆UNCOPUOS paras. 12-14

KNUD-2

2回延期

URAに追い付けない

打上げウィンドウ＝特定の打上げ機の発射次元・時間帯

ロボットシステム TYRUS

2023年10月22日

打上げ

2024年2月6日

Floyd-4とドッキング

KNUD-1と同じ着陸地に

タッチダウンしようとした

なんとか小惑星に着陸

NEOの表面が変化

2023年12月3日

打上げ成功

2024年4月7日

Floyd-4到着予定

COPUOS・NEO

ワーキンググループに

事後報告

「URAよ、それまでにTYRUS

どかしといてね。

KNUD-1と同じところに

着陸させるから。

危険なんだから。」

URAもURACも

返答なし
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37

United Republic of 

Adventura (URA)

SPIDR Space 

Agency
Cold Ocean

原告被告

◆paras. 15-16

ロボットシステム TYRUS

Floyd-4探査中

Syd-1

100m

球粒隕石の前身

KNUD-2

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

2020年にFUSAが発見

2028年10月27日に

KeyHole通過予定

2031日10月27日地球に衝突

両国＋Cold Waterを横切る

38

United Republic of 

Adventura (URA)

SPIDR Space 

Agency
Cold Ocean

原告被告

◆paras. 15-16

ロボットシステム TYRUS

Floyd-4探査中

Syd-1

100m

球粒隕石の前身

KNUD-2

Federal URA 

Space 

Agency(FUSA)

計算したところによると

6か月以内に

打上げウィンドウに入る

Syd-1条で

重力トラクターを使う機会

Syd-1の天然資源を使う

ことも可能
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つづく・・・

39


